
  

マの要件については、先行して実績を上げている地方公共団体の取組を十分

参考にし、要件の緩和を図るべきである。具体的には、保育士、看護師等の

資格保有者に限定せず、意欲のある育児経験者を基礎的な研修の修了を条件

に保育ママと認めるなど柔軟な要件設定が必要である。また、国の補助を受

け家庭的保育制度を利用する地方公共団体の数が増えるよう、実施基準・ガ

イドラインの策定に際しては、一定の質の確保を前提に、過度に厳しくなら

ないよう配慮すべきである。 

なお、現行の要件では、保育ママが「未就学児童を養育していないこと」

や対象児童が「保育ママと３親等以内でないこと」が定められているが、フ

ランスでは実子も含めて３人まで保育することが法的に認められている。こ

れは、女性が子育てしながら収入を得る機会と、保育ママのなり手を確保す

ること、双方に役立っていると考えられ、要件を定める際には、検討に値す

る。 

 

ｂ 対象児童の拡大 

国の事業は当初、待機児童解消のための応急策として導入されたため、あ

くまで保育所保育の補完という位置づけであり、預かる対象を「保育に欠け

る」児童に限定している。本来、少人数で家庭的な環境で保育が行われる保

育ママは、保育所における集団保育とは異質なものであり、敢えて保育ママ

を希望する保護者・家庭もあるため、保育所の補完的役割としてではなく、

多様な保育サービスの１つとして位置づけるべきである。そうすることで、

都市部以外の待機児童のいない地域であっても、家庭的保育サービスが受け

られるようになる。 

また、昭和44年から家庭福祉員制度を導入している東京都では、対象を「保

育を要する」児童としており、平成19年６月現在1,223名の預かり実績があ

ることからも、家庭的保育事業における「欠ける」要件を撤廃し、「欠ける」

子以外にも対象児童を拡大すべきである。 

 

（ウ）放課後児童クラブの体制整備 

     放課後児童クラブ（いわゆる学童保育）については、特段の規制がないため

に、近年ますます増大するニーズにより、待機児童の問題や大規模化による環

境悪化等の問題が起こっている。図表１－（２）－22が示すとおり、100人以

上の規模のクラブも増えている。また、特に公立の放課後児童クラブでは保育

所より閉所時刻が早い、あるいは延長保育が行われていないクラブも多く、い

わゆる「小１の壁」により保護者の継続就業が困難になるケースが起きている。 
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